
　このことについては、会社の確定拠出年金制度における、従業員掛金（マッチング拠出）の
申し込みについてご案内するものです。

　この従業員掛金（マッチング拠出）は、毎月の会社拠出に加えて従業員の皆様ご自身の希望
により、ご自身の給与から毎月掛金を拠出し、運用することができる仕組みになっています。

　ご自身の掛金の拠出を希望する場合は、下記のとおり掛金額を決定のうえ、「確定拠出年金
従業員掛金申込書」を作成して、期日までに人事部　中村宛にメールにてご提出ください。

「確定拠出年金従業員掛金申込書」 （ファイル形式はPDF、Excel可）

申込書に記載の　＜ご記入に当たっての留意点＞　をお読みください。

４．注意事項

次の方については申込書の提出は、不要です。
・従業員拠出（マッチング拠出）を希望しない方
・現行の拠出金額を継続する方

以　上

お問い合わせ先 人事部 ＤＣ担当：中村
℡　03-5325-2721

中村屋企業年金基金 ＤＣ担当：伊藤
℡　03-5325-2722

１．提出書類

２．提出期限（2022年度申し込み分）

2022年6月７日（火）　人事部　中村宛

３．申込書の記入に当たっての留意点

2022 年 5 月 12 日
確定拠出年金加入者の皆様

人 事 部
中村屋企業年金基金

（企業型）確定拠出年金　従業員掛金申し込みのご案内

記

※「希望する方」のみ、申込書を提出してください。

（マッチング拠出）

※本年度は、添付の「法改正のご案内」をご参照ください。


